
 

  

殺虫剤等の規制等に関する法律案要綱 

第一 総則 

一 目的 

  この法律は、殺虫剤等の表示及び散布等について必要な規制を行うとともに、安全な殺虫剤等の認定

の制度等について定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする

ものとすること。 （第一条関係） 

二 定義 

１ この法律において「殺虫剤等」とは、殺虫剤、殺そ剤、殺菌剤、除草剤その他の薬剤（農薬取締法

第二条第一項に規定する特定農薬であるものを除く。）であって散布等の方法により使用されるもの

として政令で定めるものをいうものとすること。 （第二条第一項関係） 

２ この法律において「散布等」とは、散布、くん蒸、揮発性の物質の設置又は塗布その他物質を発散

させる行為であって政令で定めるものをいうものとすること。 （第二条第二項関係） 

第二 殺虫剤等の規制 



 

一 製造者等の殺虫剤等の表示 

１ 殺虫剤等を製造し、若しくは加工し、又は輸入する者（以下「製造者等」という。）は、その製造

し、若しくは加工し、又は輸入した殺虫剤等を販売し、又は授与するときは、環境省令で定めるとこ

ろにより、次の事項（他の法令の規定によりその容器又は包装に次の事項に相当する事項を表示する

こととされている殺虫剤等にあっては、当該相当する事項に係る事項を除く。）を当該殺虫剤等の容

器又は包装に表示しなければならないものとすること。 

① 製造者等の氏名又は名称及び住所 

② 種類及び名称 

③ 内容量 

④ 含有する成分の名称及び含有量 

⑤ 人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響に関する情報 

⑥ 保管方法及び使用方法（保管上又は使用上の注意事項を含む。） 

⑦ 飛散の防止の方法 



 

  

⑧ 使用期限 

⑨ その他環境省令で定める事項 

（第三条第一項関係） 

２ 殺虫剤等を販売し、又は授与する者（製造者等を除く。以下「販売者等」という。）は、その容器

又は包装に１により表示しなければならない事項が表示されていない殺虫剤等を販売し、又は授与し

てはならないものとすること。 （第三条第二項関係） 

二 特定散布等の規制 

１ 規制地域の指定 

 都道府県知事は、住居、店舗又は事務所が集合している地域、病院、学校その他の多数の者が利

用する施設の周辺の地域その他の人の健康を保護し、又は生活環境を保全するため過剰な殺虫剤等

の散布等を抑制する必要があると認める地域を、殺虫剤等の散布等を規制する地域（以下「規制地

域」という。）として指定しなければならないものとすること。 （第四条第一項関係） 

 都道府県知事は、により規制地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなけ



 

ればならないものとすること。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とするものとす

ること。 （第四条第二項関係） 

 都道府県知事は、により規制地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示し

なければならないものとすること。これを変更し、又は廃止するときも、同様とするものとするこ

と。 （第四条第三項関係） 

２ 規制基準の設定 

 都道府県知事は、１により規制地域を指定するときは、殺虫剤等の散布等について区域の区分

ごとに政令で定める基準の範囲内において、当該規制地域について、区域の区分ごとに、人の健康

又は生活環境に有害な影響を及ぼすおそれのあるものとして環境省令で定める殺虫剤等の散布等

（以下「特定散布等」という。）を行う者が遵守すべき基準（以下「規制基準」という。）を定め

なければならないものとすること。 （第五条第一項関係） 

 市町村は、１により指定された規制地域の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的

条件に特別の事情があるため、により定められた規制基準によっては人の健康を保護し、又は生



 

  

活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、政令で定める範囲内において、の

規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができるものとすること。 

（第五条第二項関係） 

 １は、による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用するものとすること。 

（第五条第三項関係） 

３ 規制地域における特定散布等に係る届出及び周辺区域の居住者等への周知 

 規制地域において、特定散布等を行おうとする者は、その開始の日の十四日前までに、環境省令

で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出るとともに、当該特定散布等を行う場所及び

その周辺の区域内の居住者その他の者に①から⑥まで及び⑧の事項を周知させるための措置を講じ

なければならないものとすること。ただし、法令の規定に基づき公衆衛生上の危害の発生の防止の

ため緊急に特定散布等を行う場合その他の緊急に特定散布等を行う必要がある場合として政令で定

める場合は、この限りでないものとすること。 

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 



 

② 特定散布等を行う場所及び期間 

③ 特定散布等の方法 

④ 特定散布等に係る殺虫剤等の種類、名称及び量 

⑤ 特定散布等に係る殺虫剤等が含有する成分の名称及び含有量 

⑥ 特定散布等に係る殺虫剤等が人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響に関する情報 

⑦ 特定散布等を行う場所及びその周辺の区域内の居住者その他の者への周知の方法及び時期 

⑧ その他環境省令で定める事項 

（第六条第一項関係） 

 ただし書の場合において、当該特定散布等を行った者は、環境省令で定めるところにより、当

該特定散布等を開始した日から十四日以内に、①から⑧までの事項を市町村長に届け出るととも

に、当該特定散布等を行う場所及びその周辺の区域内の居住者その他の者に①から⑥まで及び⑧

の事項を周知させるための措置を講じなければならないものとすること。 （第六条第二項関係） 

 市町村長は、又はの届出があったときは、その旨及び当該届出に係る事項を公示しなければ



 

  

ならないものとすること。 （第六条第三項関係） 

４ 計画変更命令 

  市町村長は、３による届出があった場合において、その届出に係る特定散布等が当該規制地域に

おける規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届

出をした者に対し、その届出に係る特定散布等の方法に関する計画の変更を命ずることができるもの

とすること。 （第七条関係） 

５ 特定散布等の制限 

  規制地域において特定散布等を行う者は、当該規制地域における規制基準に適合しない特定散布等

を行ってはならないものとすること。 （第八条関係） 

６ 措置命令 

  市町村長は、規制地域において規制基準に適合しない特定散布等が行われたことにより人の健康及

び生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その発生又は拡大を防止す

るために必要な限度において、当該特定散布等を行った者に対し、当該特定散布等に係る殺虫剤等の



 

飛散の防止、当該殺虫剤等の除去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとす

ること。 （第九条関係） 

第三 殺虫剤等による有害な影響の低減の推進 

一 指針等 

１ 指針 

 環境大臣は、殺虫剤等の散布等が人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響の低減を図るための

指針を定めるものとすること。 （第十条第一項関係） 

 の指針においては、次の事項を定めるものとすること。 

① 殺虫剤等の散布等の抑制による人の健康の保護及び生活環境の保全に関する事項 

② 事業者が行う人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響がより少ない殺虫剤等並びに殺虫剤等

に代替するものの開発の支援に関する事項 

③ 人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響がより少ない殺虫剤等並びに殺虫剤等に代替するも

のの研究開発の推進及びその成果の普及に関する事項 



 

  

（第十条第二項関係） 

 環境大臣は、の指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、厚生労働大臣、

農林水産大臣その他関係行政機関の長の意見を聴かなければならないものとすること。 

（第十条第三項関係） 

 環境大臣は、の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らないものとすること。 （第十条第四項関係） 

２ 事業者の責務 

  殺虫剤等の開発を行う事業者は、人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響がより少ない殺虫剤等

又は殺虫剤等に代替するものの開発に努めなければならないものとすること。 （第十一条関係） 

３ 過剰な殺虫剤等の散布等の抑制 

  何人も、過剰な殺虫剤等の散布等により、人の健康及び生活環境に有害な影響を及ぼすことのない

よう努めなければならないものとすること。 （第十二条関係） 

４ 調査研究等 



 

 国は、殺虫剤等が人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響に関する調査研究の実施に努めなけ

ればならないものとすること。 （第十三条第一項関係） 

 国は、の調査研究の実施状況の程度に応じ、殺虫剤等の種類ごとにその散布等による人の健康

及び生活環境に及ぼす有害な影響が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなけ

ればならないものとすること。 （第十三条第二項関係） 

二 安全な殺虫剤等の認定 

１ 製造者等（農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬に係る製造者等を除く。）は、環境省令で

定めるところにより、その製造し、若しくは加工し、又は輸入する殺虫剤等が人の健康及び生活環境

に有害な影響を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に適合することについて、環境

大臣の認定を受けることができるものとすること。 （第十四条第一項関係） 

２ １の認定を受けた殺虫剤等に係る製造者等は、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る殺

虫剤等の容器又は包装に当該殺虫剤等が１の認定を受けている旨の表示をすることができるものとす

ること。 （第十四条第二項関係） 



 

  

３ 何人も、２の場合を除くほか、２の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならないものとするこ

と。 （第十四条第三項関係） 

第四 雑則 

一 立入検査等 

１ 環境大臣は、製造者等又は販売者等に対し、この法律の施行に必要な限度において、当該製造者等

が製造し、若しくは加工し、若しくは輸入し、若しくは当該販売者等が販売し、若しくは授与した殺

虫剤等若しくはその表示に関する報告を求め、又はその職員に、当該製造者等若しくは当該販売者等

の事務所若しくは事業場に立ち入り、これらの施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に

質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り当該殺虫剤等を収去させることができる

ものとすること。 （第十五条第一項関係） 

２ 市町村長は、規制地域において特定散布等を行い、若しくは行った者に対し、この法律の施行に必

要な限度において、当該特定散布等の作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、

当該特定散布等に係る場所若しくは当該特定散布等を行い、若しくは行った者の事務所若しくは事業



 

場に立ち入り、当該特定散布等の作業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に

質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り当該特定散布等に係る殺虫剤等を収去さ

せることができるものとすること。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住

者の承諾を得なければならないものとすること。 （第十五条第二項関係） 

３ １又は２により立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならないものとすること。 （第十五条第三項関係） 

４ １又は２による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならないものとすること。 （第十五条第四項関係） 

二 関係行政機関の協力 

１ 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

殺虫剤等及びその表示に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる

ものとすること。 （第十六条第一項関係） 

２ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又



 

  

は関係地方公共団体の長に対し、殺虫剤等の散布等の状況に関する資料の送付その他の協力を求め、

又は殺虫剤等の散布等が人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響の低減に関し、意見を述べること

ができるものとすること。 （第十六条第二項関係） 

三 権限の委任 

  この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任す

ることができるものとすること。 （第十七条関係） 

四 政令で定める市の長による事務の処理 

  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令

で定める市（特別区を含む。）の長が行うこととすることができるものとすること。 （第十八条関係） 

五 他の法律との関係 

  この法律の規定は、殺虫剤等の表示に係る規制又は殺虫剤等の散布等に係る規制に関する他の法律の

規定の適用を妨げるものではないものとすること。 （第十九条関係） 

六 条例との関係 



 

  この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、殺虫剤等の散布等に関し条例

で必要な規制を定めることを妨げるものではないものとすること。 （第二十条関係） 

七 経過措置 

  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改

廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）を定めることができるものとすること。 （第二十一条関係） 

第五 罰則 

一 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 

① 第二の二４による命令に違反した者 

② 第二の二５に違反した者（①に該当する者を除く。） 

③ 第二の二６による命令に違反した者 

（第二十二条関係） 

二 過失により、一②の罪を犯した者は、三月以下の禁錮
こ

又は三十万円以下の罰金に処するものとするこ



 

  

と。 （第二十三条関係） 

三 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。 

① 第二の一１による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 

② 第二の一２に違反した者 

③ 第二の二３又はによる届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

④ 第二の二３又はに違反して、特定散布等を行う場所及びその周辺の区域内の居住者その他の者

に周知させるための措置を講じなかった者 

（第二十四条関係） 

四 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。 

① 第三の二３に違反した者 

② 第四の一１若しくは２による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第四の一１若しくは２による

検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第四の一１若しくは２による質問に対して、

正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 



 

（第二十五条関係） 

五 法人の代表者又は人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、一から四ま

での違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して一から四までの罰金刑を科

するものとすること。 （第二十六条関係） 

第六 その他 

一 施行期日 

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの

とすること。 （附則第一条関係） 

二 経過措置 

  この法律の施行前に製造され、若しくは加工され、又は輸入された殺虫剤等については、この法律の

施行後二年間は、第二の一は、適用しないものとすること。 （附則第二条関係） 

三 その他所要の規定の整備を行うこと。 


